
 

杭打ち工事に関する相談窓口の設置について  

 

  

東京都建築士事務所協会は、杭打ち工事に関する相談窓口を設置します。  

 

  相談は東京都内にあるマンション等を対象とし、管理組合など住民を代表する方の相談に  

 

応じます。 

 

問合せ電話番号：０３－３２０３－２６０１（平日１０時～１７時）  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


